
昭
和
六
十
三
年
一
月
十
二
日
受
領 

答

弁

第

一

号 
   

す
る
。 

衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
皇
位
繼
承
に
關
す
る
儀
禮
等
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付 

内
閣
衆
質
一
一
二
第
一
号 

昭
和
六
十
三
年
一
月
十
二
日 

衆

議

院

議

長 
原 

 

健 

三 

郎 

殿 

内
閣
総
理
大
臣 

竹 

下 
 

登 

一 

 



 

三 

 
衆
議
院
議
員
滝
沢
幸
助
君
提
出
皇
位
繼
承
に
關
す
る
儀
禮
等
に
つ
い
て
の
質
問
に
対
す
る
答
弁
書 

一
及
び
二
に
つ
い
て 

御
指
摘
の
儀
礼
に
つ
い
て
法
令
に
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
は
、
皇
位
の
継
承
が
あ
つ
た
と
き
の
「
即 

 

位
の
礼
」
及
び
天
皇
が
崩
御
さ
れ
た
と
き
の
「
大
喪
の
礼
」
が
あ
る
（
皇
室
典
範(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
三
号)

第

二
十
四
条
及
び
第
二
十
五
条
）
。 

三
及
び
四
に
つ
い
て 

国
事
に
関
す
る
行
為
と
し
て
の
儀
式
に
つ
い
て
は
、
内
閣
の
責
任
に
お
い
て
行
わ
れ
、
そ
の
費
用
は
国
費
を 

 

も
つ
て
充
て
ら
れ
る
。 

五
か
ら
十
六
ま
で
に
つ
い
て 

皇
室
典
範
に
定
め
る
「
即
位
の
礼
」
及
び
「
大
喪
の
礼
」
の
儀
式
の
具
体
的
内
容
等
に
つ
い
て
は
、
憲
法
の
趣
旨 



に
沿
い
、
か
つ
、
皇
室
の
伝
統
等
を
尊
重
し
た
も
の
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。 

な
お
、
警
衛
・
警
備
に
つ
い
て
は
、
常
に
、
事
柄
の
性
格
、
時
々
の
情
勢
等
を
踏
ま
え
て
実
施
さ
れ
る
べ
き 

 

も
の
と
考
え
る
。 

四 

 




